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平成２８年第１回永平寺町議会定例会議事日程

（１日目）

平成２８年２月２３日（火）

午前１０時００分 開 議

１ 議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

（町長招集あいさつ）

第 ３ 承認第 １号 平成２７年度永平寺町一般会計補正予算の専決処分の承

認について

第 ４ 議案第 １号 平成２７年度永平寺町一般会計補正予算について

第 ５ 議案第 ２号 平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予

算について

第 ６ 議案第 ３号 平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算

について

第 ７ 議案第 ４号 平成２７年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につい

て

第 ８ 議案第 ５号 平成２７年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ

いて

第 ９ 議案第 ６号 平成２７年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予

算について

第１０ 議案第 ７号 平成２７年度永平寺町上水道事業会計補正予算について

第１１ 議案第 ８号 平成２８年度永平寺町一般会計予算について

第１２ 議案第 ９号 平成２８年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて

第１３ 議案第１０号 平成２８年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて

第１４ 議案第１１号 平成２８年度永平寺町介護保険特別会計予算について

第１５ 議案第１２号 平成２８年度永平寺町下水道事業特別会計予算について

第１６ 議案第１３号 平成２８年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて
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第１７ 議案第１４号 平成２８年度永平寺町上水道事業会計予算について

第１８ 議案第１５号 永平寺町行政不服審査会条例の制定について

第１９ 議案第１６号 行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について

第２０ 議案第１７号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について

第２１ 議案第１８号 永平寺町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する

条例の制定について

第２２ 議案第１９号 永平寺町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

第２３ 議案第２０号 永平寺町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

第２４ 議案第２１号 永平寺町税条例の一部を改正する条例の制定について

第２５ 議案第２２号 永平寺町永平寺開発センター条例の一部を改正する条例

の制定について

第２６ 議案第２３号 永平寺町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

第２７ 議案第２４号 永平寺町消防本部消防職員定数条例の一部を改正する条

例の制定について

第２８ 議案第２５号 永平寺町火災予防条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

第２９ 議案第２６号 福井県市町総合事務組合規約の変更について

第３０ 議案第２７号 永平寺町林業振興集会センターの譲与について

２ 会議に付した事件

議事日程のとおり

３ 出席議員（１８名）

１番 上 坂 久 則 君

２番 滝 波 登喜男 君

３番 長谷川 治 人 君

４番 朝 井 征一郎 君
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５番 酒 井 要 君

６番 江 守 勲 君

７番 小 畑 傅 君

８番 上 田 誠 君

９番 金 元 直 栄 君

１０番 樂 間 薫 君

１１番 齋 藤 則 男 君

１２番 伊 藤 博 夫 君

１３番 奥 野 正 司 君

１４番 中 村 勘太郎 君

１５番 川 治 孝 行 君

１６番 長 岡 千惠子 君

１７番 多 田 憲 治 君

１８番 川 崎 直 文 君

４ 欠席議員（０名）

５ 永平寺町議会に説明のため出席した者の職氏名

町 長 河 合 永 充 君

副 町 長 平 野 信 二 君

教 育 長 宮 崎 義 幸 君

消 防 長 竹 内 貞 美 君

総 務 課 長 山 下 誠 君

財 政 課 長 山 口 真 君

総 合 政 策 課 長 太 喜 雅 美 君

会 計 課 長 清 水 和 子 君

税 務 課 長 歸 山 英 孝 君

住 民 生 活 課 長 野 﨑 俊 也 君

福 祉 保 健 課 長 森 近 秀 之 君

子 育 て 支 援 課 参 事 吉 川 貞 夫 君

農 林 課 長 小 林 良 一 君

商 工 観 光 課 長 川 上 昇 司 君
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建 設 課 長 平 林 竜 一 君

上 下 水 道 課 長 清 水 昭 博 君

永 平 寺 支 所 長 山 田 幸 稔 君

上 志 比 支 所 長 山 田 孝 明 君

学 校 教 育 課 長 南 部 顯 浩 君

生 涯 学 習 課 長 長谷川 伸 君

６ 会議のために出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 佐々木 利 夫 君

書 記 多 田 和 憲 君
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

（午前１０時００分 開会）

～開 会 宣 告～

○議長（川崎直文君） 開会に当たり一言ご挨拶申し上げます。

去る２月１７日、町長より平成２８年第１回永平寺町議会定例会の招集告示が

なされ、早速ご案内を申し上げましたところ、各議員におかれましては、ご健勝

にて一堂に会し、ここに本議会が開催できますことを心より厚くお礼申し上げま

す。

なお、本日傍聴に来庁されました皆様には、傍聴心得を熟読され、ご協力をい

ただきますよう、お願い申し上げます。

本日の会議事件の説明者として、町長、副町長、教育長、消防長並びに各課長

の出席を求めてあります。

次に、例月出納検査の結果が監査委員より提出されており、その写しを皆様の

お手元に配付してありますので、ご報告にかえさせていただきます。

本日の議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付し

てありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しております。

これより平成２８年第１回定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

～日程第１ 会議録署名議員の指名～

○議長（川崎直文君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１７番、多田君、１番、

上坂君を指名します。

～日程第２ 会期の決定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期を、本日、２月２３日から３月１４日までの２１日間としたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日、２

月２３日から３月１４日までの２１日間に決定しました。

次に、町長より招集の挨拶を受けます。
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河合町長。

○町長（河合永充君） おはようございます。

本日ここに平成２８年第１回永平寺町議会定例会が開催されるに当たり、一言

ご挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、ご壮健でご活躍のことと心からお喜び申し上げま

す。本定例会のご案内をさせていただきましたところ、ご参集賜り厚く御礼申し

上げます。

３月も間近になり、ようやく寒さも緩み始め、春の足音を感じる季節となって

まいりました。私も永平寺町長に就任させていただいてから２年が過ぎ、任期４

年の折り返しを迎えることになります。引き続き、町政発展のために全力を尽く

してまいる覚悟でございますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

さて、今月１３日には、新永平寺町が誕生してから１０年という節目を迎え、

永平寺町合併１０周年記念式典を挙行させていただきました。福井県知事を初め

多くの来賓のご臨席と町議会議員の皆様、また町民の皆様のご出席を得て成功裏

に開催することができました。この場をおかりしまして厚く御礼申し上げます。

ありがとうございます。

式典の式辞でも申し上げましたが、これからの１０年は、一つの町として、各

地区の個性を大切にしながら町民が主役のまちづくり、特色ある発展を目指し、

邁進してまいります。

２月１８日には、南越前町と災害時相互応援協定を締結させていただきました。

地震や洪水などの大規模災害が発生した際、互いに応援、協力して物的・人的支

援を行うものでございます。県広域避難計画で原子力災害時に南越前町民が本町

に避難することとなっていることが経緯でございますが、今後は、防災面だけで

なく、さまざまな面で交流を深めてまいりたいと考えております。

２０日には、昨年１月から建設工事を進めておりました新消防本部庁舎の神事

式が行われ、来月２６日に落成式を挙行することとなっております。この新庁舎

の完成により一層消防防災体制の充実強化を図り、町民の皆さんが安心して暮ら

せるまちづくりに努めてまいります。

翌日の２１日には、上志比文化会館サンサンホールにおきまして、上志比地区

振興連絡協議会主催による道の駅禅の里フォーラムが開催され、多くの来場者に

よって盛大に開催されましたことは、来月１８日のオープンに向け、弾みとなっ
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たように思います。県内に道の駅は数多くありますが、休憩施設、情報発信施設

とあわせまして、地域の特色を生かした地域の特産物の販売、さらには地域の交

流の核となる施設として大きく活用されることを期待しております。

また、２月８日には、あわら市、坂井市、勝山市、加賀市、そして永平寺町か

ら成る越前加賀宗教文化街道協議会の企画で、東京において祈りの道Ｗｈｉｔｅ

Ｈｅａｌｉｎｇ「美し国越前加賀」フェアを開催し、５市町にゆかりのある方々

を初め、マスコミ、旅行エージェントなど４００名を超える来場をいただき、効

率ある観光ＰＲができたと感じております。また、この５市町でインバウンド観

光についてより強固な取り組みを行うことを約束できましたことは、当町の観光

におきましても大きな力となると確信しております。

年末にはＮＨＫの「ゆく年くる年」が大本山永平寺より中継されたこと、１月

２０日には全国紙ＭＪに門前開発が一面を飾ったことや、町民の方々の活発な活

動がテレビ、マスコミに取り上げられる機会がふえてまいりました。また、優し

い町を表現したサンドアートのＣＭや禅をイメージした観光ポスターなど、今後

もさまざまな媒体から町内外に積極的にＰＲに努めてまいります。

「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会永平寺町実行委員会では、既

に４つの専門委員会に分かれ第１回の会議を開催していただいておりますが、さ

らなる強化を図るため、新年度より生涯学習課内の国体推進室を国体推進課とし

職員の増員を図るとともに、全職員で対応できる体制を整えてまいります。思い

出に残る、語り継がれる国体・障害者スポーツ大会となるよう、町民の皆様を初

め、実行委員会、関係団体と連携をしてまいります。

さて、我が国の情勢につきましては、景気の緩やかな回復基調が続いているも

のの、経済の再生、財政の健全化、エネルギー政策、安全保障など多くの難しい

課題を抱えております。特に、世界に例のない急速な人口減少、超高齢化を迎え

る我が国が今後も安心して暮らせる国であるためには、年金、医療、介護を初め

とする社会保障制度改革などの重要な課題を、これ以上先送りすることなく着実

に進めていくことが強く求められております。

このように、我が国がさまざまな課題に直面している中、地方自治体として行

うべき改革や時代の潮流を踏まえた施策を着実に進めることにより町民の皆様の

幸せな暮らしを築き、地方が元気になることで国の発展に寄与していくことが求

められております。

国は、人口減少に歯どめをかけるとともに東京一極集中を是正し、将来にわた
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って活力ある日本社会の実現を目指し、地方創生を掲げております。

本町におきましても、人口減少対策は大変重要な課題であると考えております。

このような本町の現状を踏まえ、２７年度は地方創生元年と位置づけ、活力ある、

躍動感ある新しい時代にふさわしい町を創造するため、情熱とスピード感を持っ

て町政の推進に取り組んでまいりました。

２８年度は、都市開発事業、文化、芸術、タウンマネジメントを手がける森ビ

ルとの連携を図りながら地方創生を具体的に進め、町内の経済、人の流れを活性

化させ、町の収入をふやし、まち・ひと・しごとが連動した地域の好循環につな

げていきたいと考えております。また、地域の実情に応じたきめ細かな町民サー

ビスをさらに充実させ、子どもを安心して産み育てられる環境の整備や働く場所

の確保など、若い世代の出産、子育て、就労の希望に応える取り組みを行ってま

いります。

現在、公共施設の再編を進めているところでありますが、長期間改修されてい

ない老朽化した施設やインフラの整備に対し、合併特例債を有効に活用し、特例

期間終了を見据え、行財政改革とあわせて将来に備える準備も進めてまいります。

合併１０周年を区切りとして、永平寺町の変革に向けた新たな取り組みを職員

とともに進めてまいりたいと考えておりますので、町議会の皆様におかれまして

もご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上、行政報告並びに平成２８年度の町政運営に当たり所信の一端を申し述べ

ましたが、本定例会に提出しております条例の制定や改正、平成２７年度補正予

算、平成２８年度当初予算など、上程の都度、詳細にご説明いたしますので、何

とぞ慎重にご審議いただき、妥当なご決議を賜りますようお願い申し上げまして、

開会のご挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

～日程第３ 承認第１号 平成２７年度永平寺町一般会計補正予算の専決処分の

承認について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第３、承認第１号、平成２７年度永平寺町一般会

計補正予算の専決処分の承認についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました承認第１号、平成２７年度永平

寺町一般会計補正予算の専決処分の承認について、提案理由のご説明を申し上げ
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ます。

歳出において、本庁舎及び各支所等の防犯・防災対策として、庁舎改修や防犯

カメラ設置等に係る費用５６９万４，０００円を計上させていただいたものでご

ざいます。これにつきましては、できるだけ速やかに対応するため、専決により

予算措置をさせていただいたものでございます。

財源となります歳入では、前年度繰越金により措置をしております。

なお、専決日は平成２８年１月２５日でございます。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 財政課長。

○財政課長（山口 真君） それでは、承認第１号、平成２７年度永平寺町一般会計

補正予算の専決処分の承認についての補足説明をさせていただきます。

この補正予算につきましては、平成２８年１月２５日付で、地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によ

り報告並びに承認をお願いするものでございます。

それでは、議案書の４ページをお願いいたします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６９万４，０００

円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億９，３

６３万３，０００円とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額につきましては、５ページから６ページにかけての第１表、歳入歳出予

算補正によるところでございます。

初めに、歳出の主なものについてご説明申し上げます。

１０ページをお願いいたします。

款２総務費におきましては、本庁舎並びに永平寺支所、上志比支所の防犯・防

火対策として、それぞれの出入り口への防犯カメラの設置及び車庫や地下倉庫等

へのシャッター取りつけ工事などを行う庁舎等改修工事、また、電話でのトラブ

ル防止のために、各課、各施設に通話録音装置を導入するための備品購入費、合

わせて５５１万１，０００円を計上するものでございます。

款１０教育費におきましては、四季の森文化館、サンサンホール、ふれあいセ

ンターにそれぞれ防犯カメラを設置するためのリース料、合わせて１８万３，０
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００円を計上するものでございます。

なお、これらの財源としまして、９ページのとおり、歳入におきまして前年度

繰越金５６９万４，０００円を計上させていただきました。

以上、承認第１号、平成２７年度永平寺町一般会計補正予算の専決処分の承認

についての説明とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

２番、滝波君。

○２番（滝波登喜男君） 今回の専決でありますが、このきっかけとなったのが支所

の火災ということですが、最終的に原因というのはわかったんでしょうかという

のが１点。

それと、幾つかの公共施設で防犯カメラを設置するということでありますが、

庁舎並びに文化施設でありますが、これで大方の公共施設は設置ということで考

えてよろしいんでしょうか。特にたくさん出入りする教育施設等どうなっている

のか、状況をお聞かせいただきたいと思います。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） まず、火災の原因でございますけど、以前にもお話しさ

せていただいたとおり、出火原因については今のところ不明ということでござい

ます。

また、カメラにつきましては、全体で３５台を設置する予定となっておりまし

て、今のところ、文化施設に関しても、こちらの台数を含めてしっかりと対応を

しているという状況になってございます。

以上です。

○議長（川崎直文君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） 社会教育施設でございますが、公民館並びにＢ＆Ｇ

体育館に関しましては耐震関係がございますもので、その辺のところは今回の専

決処分から外させていただきました。

以上です。

○議長（川崎直文君） 学校教育課長。

○学校教育課長（南部顯浩君） 学校関係につきましてですが、学校関係には不審者

対策として防犯カメラは設置済みでございます。



－11－

○議長（川崎直文君） ほかにありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

討論に入ります。

討論ありませんか。

討論なしと認めます。

採決します。

承認第１号、平成２７年度永平寺町一般会計補正予算の専決処分の承認につい

ての件を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、原案のとおり承認することに決しました。

～日程第４ 議案第１号 平成２７年度永平寺町一般会計補正予算について～

～日程第５ 議案第２号 平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正

予算について～

～日程第６ 議案第３号 平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予

算について～

～日程第７ 議案第４号 平成２７年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につ

いて～

～日程第８ 議案第５号 平成２７年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算に

ついて～

～日程第９ 議案第６号 平成２７年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正

予算について～

～日程第１０ 議案第７号 平成２７年度永平寺町上水道事業会計補正予算につ

いて～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第４、議案第１号、平成２７年度永平寺町一般会

計補正予算についてから日程第１０、議案第７号、平成２７年度永平寺町上水道

事業会計補正予算についてまでの７件を一括議題とします。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第４、議案第１号から、日程第１０、議案第７号までの７件を一

括議題とします。

提案理由の説明を求めます。
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河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま一括上程いただきました議案第１号、平成２７年度

永平寺町一般会計補正予算についてから議案第７号、平成２７年度永平寺町上水

道事業会計補正予算についてまでにつきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。

初めに、議案第１号、平成２７年度永平寺町一般会計補正予算について申し上

げます。

歳出において、国の補正予算に対応した事業費の増額や各種建設事業費の増減、

人事異動及び給与改定に伴う人件費の減額等により、総額８，０２６万３，００

０円の増額補正をお願いするものです。

財源となります歳入では、地方交付税、県支出金、町債、繰越金等により措置

をしております。

次に、議案第２号、平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算

については、歳出において、一般被保険者療養給付費等の不足分を計上しており、

歳入において、前期高齢者交付金の額の確定により減額となったため、これらの

財源として基金繰入金と一般会計繰入金により措置をしております。

議案第３号、平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算について

は、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の額の確定により、広域連合への納付金

１６４万９，０００円を追加するものでございます。

議案第４号、平成２７年度永平寺町介護保険特別会計補正予算については、居

宅介護サービス給付費の増額など２，５４９万４，０００円を追加するものでご

ざいます。

議案第５号、永平寺町下水道事業特別会計補正予算については、下水道建設費

の人件費及び建設費等で１，２８６万５，０００円を減額するものでございます。

議案第６号、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算については、入札差

金等による減額分を計上するものでございます。

議案第７号、永平寺町上水道事業会計補正予算については、収益的支出におい

て人事異動及び給与改定に伴う人件費の減額分を、資本的支出において工事請負

費及び調査設計業務委託料等を減額するものでございます。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますようお願い申し上げます。
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○議長（川崎直文君） 財政課長。

○財政課長（山口 真君） それでは、議案第１号、平成２７年度永平寺町一般会計

補正予算についてから議案第７号、平成２７年度永平寺町上水道事業会計補正予

算についてまで、一括して提案理由の補足説明をさせていただきます。

議案第１号、平成２７年度永平寺町一般会計補正予算についてご説明申し上げ

ます。

議案書の１３ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，０２６万３，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０１億７，３８９万

６，０００円とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、１４ページから１６ページにかけての第１表、歳入

歳出予算補正によるところでございます。

第２条の翌年度へ繰り越して行う事業については、１７ページの第２表、繰越

明許費のとおりで、款２総務費の永平寺町固定資産台帳整備業務から款１０教育

費の公共施設再生可能エネルギー等導入事業まで９事業、４億２，８９４万円を

平成２８年度へ繰り越しするものでございます。

第３条の地方債の補正については、１８ページの第３表、地方債補正のとおり

で、合併特例債については１１億１００万円から１０億９，０００万円に減額し、

緊急防災・減災事業債については１，１８８万円から４，５８８万円に増額する

ものでございます。

それでは初めに、歳出の主なものについてご説明申し上げます。

２４ページをお願いします。

款２総務費、目１一般管理費の給料１，４５７万１，０００円など人件費関係

については、人事異動及び人事院勧告に沿った職員給与費の補正等により、各費

目において職員給与等が増減しております。一般会計全体では４，０１６万９，

０００円の減額となっております。

２５ページをお願いします。

目５企画費の情報セキュリティシステム構築委託料１，８２８万６，０００円

は、国の補正予算に伴い、マイナンバー制度の開始に合わせた情報セキュリティ

対策の抜本的強化を図るため、システム構築費用を計上するものでございます。

財源として、国庫支出金６５５万円を計上しております。
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目９防災費の福井県防災情報ネットワーク再整備工事負担金１，６７６万１，

０００円は、役場本庁舎において、県が施工した福井県防災情報ネットワーク再

整備工事費用の２分の１相当の負担金を計上するものでございます。財源として、

起債を充当することとしております。

２７ページをお願いします。

款３民生費、目１社会福祉総務費のシステム改修委託料５５０万５，０００円

及び臨時福祉給付金５，５２０万円等は、町民税均等割が課税されていない６５

歳以上の方に対し、１人当たり３万円を支給する低所得者の高齢者向け給付金支

給事業でございます。費用は全て国費で賄われることから、国庫支出金を歳入で

計上しております。

同じく国民健康保険特別会計繰出金７，５０５万円は、国保保険基盤安定負担

金及び財政安定化支援負担金の額の確定及び財源不足による事務費繰り出しに伴

う国保会計繰出金の増額分を計上するものでございます。

３２ページをお願いします。

款６農林水産業費、目３農業振興費の農地集積協力金３，８１５万円は、農家

から農地中間管理機構への農地貸付面積が当初見込みより増となったため、増加

分の補助金を計上するものでございます。財源として、同額の県支出金を歳入で

計上しております。

３４ページをお願いします。

款８土木費、目２道路橋梁維持費の除雪委託料２，３９７万１，０００円は、

除雪出動回数の増に伴い、不足する除雪費用を計上するものでございます。

３６ページをお願いします。

款９消防費、目３消防施設費の福井県防災ネットワーク再整備工事負担金１，

７４３万円は、新消防庁舎において県が施工した福井県防災情報ネットワーク再

整備工事費用の２分の１相当の負担金を計上するものでございます。

次に、これらの財源となります歳入の主なものについてご説明いたします。

戻りまして、２１ページをお願いします。

款９地方交付税、普通交付税３億５００万円は、平成２７年度の普通交付税の

交付額が確定しましたので、増額分を計上するものでございます。

２３ページをお願いします。

款１７繰入金、財政調整基金繰入金２億５，０００万円の減額及びふるさと創

生基金繰入金３，７５０万円の減額は、他の一般財源が見込まれるため、当初取
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り崩すこととしていた額の全部を減額するものでございます。

下段の款２０町債では、３月補正による事業費の減により、合併特例債は１，

１００万円の減額計上としております。また、緊急防災・減災事業債は、福井県

防災情報ネットワーク再整備工事の負担金の財源として３，４００万円の借り入

れを計上しています。

以上、議案第１号、平成２７年度永平寺町一般会計補正予算についての説明と

させていただきます。

続きまして、議案第２号、永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算につい

てご説明申し上げます。

議案書の４５ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，５９３万１，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億１，０６２万４，

０００円とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、４６ページから４７ページの第１表、歳入歳出予算

補正によるところでございます。

それでは初めに、歳出についてご説明申し上げます。

５１ページをお願いします。

款２保険給付費、一般被保険者療養給付費３，０００万円は、一般被保険者療

養給付費の不足が見込まれるため、不足分を計上するものでございます。

同じく下段、一般被保険者高額療養費５９３万１，０００円は、一般被保険者

高額療養費においても不足が見込まれるため、不足分を計上するものでございま

す。

戻りまして、５０ページの歳入についてご説明申し上げます。

款７前期高齢者交付金６，２８４万４，０００円の減額につきましては、前期

高齢者交付金の額の確定に伴う減額分を計上するものでございます。

款９繰入金、目１一般会計繰入金では、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支

援事業繰入金の額の確定及び財源不足による不足分補塡のため、一般会計より総

額７，５０５万円を繰り入れるものでございます。

同じく款９繰入金、目１国民健康保険基金繰入金２，３７２万５，０００円は、

財源不足による不足分に充当するため、国保基金の全額取り崩しを計上するもの

でございます。
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以上、議案第２号、平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算

の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第３号、永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算について

ご説明申し上げます。

議案書の５４ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６４万９，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１５２万２，０００円

とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、５５ページから５６ページの第１表、歳入歳出予算

補正によるところでございます。

６０ページをお願いします。

款２後期高齢者医療広域連合納付金１６４万９，０００円は、後期高齢者医療

保険基盤安定負担金の額が確定したことにより、増額分を計上するものでござい

ます。

財源につきましては、５９ページのとおり、一般会計からの保険基盤安定繰入

金を計上するものでございます。

以上、議案第３号、平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算の

説明とさせていただきます。

続きまして、議案第４号、永平寺町介護保険特別会計補正予算についてご説明

申し上げます。

議案書の６３ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５４９万４，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億３，６３３万６，

０００円とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、６４ページから６５ページの第１表、歳入歳出予算

補正によるところでございます。

初めに、歳出についてご説明申し上げます。

７０ページをお願いします。

款２保険給付費、目１居宅介護サービス給付費２，６００万円は、居宅介護サ

ービス給付費の実績及び見込みによる増額分を計上するものでございます。
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同じく下段の目５施設介護サービス給付費２，７７０万円の減額は、介護老人

保健施設及び介護老人療養型施設の入所者数の減によるサービス給付費の減額を

計上するものでございます。

７４ページをお願いします。

款３基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金２，４７９万４，０００円は、

平成２６年度の繰越金を基金に積み立てるものでございます。

戻りまして、６８ページの歳入についてご説明申し上げます。

款１保険料、目１第１号被保険者保険料４５１万８，０００円は、財政調整交

付金の収入見込み額が減となったことから、保険料にて必要額分を増額計上する

ものでございます。そのほか、介護給付費の増減に伴い、補助率に沿って、国庫

支出金、県支出金などの特定財源を増減するものでございます。

以上、議案第４号、永平寺町介護保険特別会計補正予算の説明とさせていただ

きます。

続きまして、議案第５号、永平寺町下水道事業特別会計補正予算についてご説

明申し上げます。

議案書の７８ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２８６万５，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億９，０５９万３，

０００円とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、７９ページから８０ページの第１表、歳入歳出予算

補正によるところでございます。

それでは、減額の主なものについてご説明申し上げます。

８５ページをお願いします。

款２下水道事業費、目１公共下水道建設費の委託料１，１０８万５，０００円

の減額は、社会資本整備交付金を活用して実施した効率的な事業実施のための調

査検討業務におきまして事業費が確定したため、差額分を減額計上するものでご

ざいます。

なお、歳入におきましても、８３ページ上段にありますとおり、充当財源であ

りました款３国庫支出金６００万円の減額を計上しております。

以上、議案第５号、永平寺町下水道事業特別会計補正予算の説明とさせていた

だきます。
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続きまして、議案第６号、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算につい

てご説明申し上げます。

議案書の８９ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７７万３，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，９７３万５，０

００円とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、９０ページから９１ページの第１表、歳入歳出予算

補正によるところでございます。

それでは、減額の主なものについてご説明申し上げます。

９５ページをお願いします。

款１総務費、目１一般管理費の委託料１７３万９，０００円の減額は、上志比

地区の農業集落排水事業の資産管理台帳作成業務について事業費が確定したこと

により、差額分の委託料を減額するものでございます。

なお、９４ページにありますとおり、充当財源であった款３繰入金、一般会計

繰入金につきましても減額計上としております。

以上、議案第６号、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算の説明とさせ

ていただきます。

続きまして、議案第７号、永平寺町上水道事業会計補正予算についてご説明申

し上げます。

議案書の９９ページをお願いします。

第２条のとおり、収益的支出補正額６５１万５，０００円を減額いたしまして、

補正後の収益的支出予算総額を３億７，６８８万４，０００円とし、第３条のと

おり、資本的支出補正額１，０１４万８，０００円を減額いたしまして、補正後

の資本的支出予算総額を２億６，２９２万円とお願いするものでございます。

１０１ページをお願いします。

収益的支出につきましては、人事異動及び給与改定に伴う人件費の減額分を計

上しております。

次に、１０２ページをお願いします。

下段の資本的支出において、配水設備改良費６３１万８，０００円の減額は、

松岡上吉野地区配水池建設工事（第３期）の皆減によるものでございます。

なお、今回減額となった事業につきましては、上段の資本的収入にありますと
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おり、財源となります企業債３８０万円、国庫補助金１４７万８，０００円をそ

れぞれ減額計上しております。

以上、議案第１号、平成２７年度永平寺町一般会計補正予算についてから議案

第７号、平成２７年度永平寺町上水道事業会計補正予算についてまでの提案理由

の説明とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

質疑なしと認めます。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第１号から議案第７号までの７件を、会議規

則第３９条第１項の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと

思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第１１ 議案第８号 平成２８年度永平寺町一般会計予算について～

～日程第１２ 議案第９号 平成２８年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予

算について～

～日程第１３ 議案第１０号 平成２８年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予

算について～

～日程第１４ 議案第１１号 平成２８年度永平寺町介護保険特別会計予算につ

いて～

～日程第１５ 議案第１２号 平成２８年度永平寺町下水道事業特別会計予算に

ついて～

～日程第１６ 議案第１３号 平成２８年度永平寺町農業集落排水事業特別会計

予算について～

～日程第１７ 議案第１４号 平成２８年度永平寺町上水道事業会計予算につい

て～
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○議長（川崎直文君） 次に、日程第１１、議案第８号、平成２８年度永平寺町一般

会計予算についてから日程第１７、議案第１４号、平成２８年度永平寺町上水道

事業会計予算についてまでの７件を一括議題とします。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第１１、議案第８号から日程第１７、議案第１４号までの７件を

一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま一括上程いただきました議案第８号、平成２８年度

永平寺町一般会計予算についてから議案第１４号、平成２８年度永平寺町上水道

事業会計予算についてまでにつきまして提案理由のご説明を申し上げます。

初めに、議案第８号、平成２８年度永平寺町一般会計予算について申し上げま

す。

平成２８年度当初予算では、永平寺ブランドの推進と発信、観光振興の強化、

福井しあわせ元気国体に向けた施策の充実など、４１件の新規事業や８件の拡充

事業、１８件の大型継続事業に重点配分したところであり、一般会計の予算総額

は９１億５，０９８万７，０００円となった次第であります。

歳入では、確実に収入が見込まれる町税、地方交付税、国庫支出金、県支出金

等を計上するとともに、地方債の借り入れと財政調整基金を取り崩して措置する

こととしております。

次に、議案第９号から第１４号の特別会計と企業会計予算について申し上げま

す。

国民健康保険事業特別会計では、歳出において、医療給付費や高額医療費等を

計上し、歳入において、国民健康保険税及び国、県、町による公費負担等を計上

し、国民健康保険事業の健全な運営を確保することとしております。

このほか、後期高齢者医療特別会計を初めとする特別会計と企業会計につきま

しては、それぞれの事業が円滑に執行できるよう適正な予算を編成したところで

あります。

その結果、平成２８年度特別会計の予算総額は４９億６，７３２万１，０００

円となり、上水道事業の企業会計は、収益的支出が３億９，３７７万９，０００

円、資本的支出が２億３，４６２万９，０００円となった次第であります。
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詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 財政課長。

○財政課長（山口 真君） それでは、議案第８号、平成２８年度永平寺町一般会計

予算についてから議案第１４号、平成２８年度永平寺町上水道事業会計予算につ

いてまで、一括して提案理由の補足説明をさせていただきます。

平成２８年度の予算編成におきましては、第２次行政改革大綱と総合振興計画

を踏まえた重点施策を中心とする事業への効果的な財源配分や、人口の減らない

町、住みたくなる町の実現を目指して新たに策定したまち・ひと・しごと創生総

合戦略において位置づけた戦略の４つの柱に沿った施策及び事業を推進し、限ら

れた財源の中で最大の行政効果があるよう、今必要なサービスの充実と将来の活

力あるまちづくりの推進に向けて予算編成を行っております。

それでは、議案第８号、平成２８年度永平寺町一般会計予算についてご説明申

し上げます。

平成２８年度永平寺町一般会計予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９１億５，０９８

万７，０００円とお願いするもので、前年度と比較しますと５億６，７１０万円

の減額、率にして５．８％の減でございます。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

６ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条、地方債については、７ページの第２表、地方債によるところでござい

ます。

第３条、一時借入金については、借入額の最高額は５億円と定めております。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

１０ページをお願いします。

款１町税につきましては、項１町民税から項５入湯税までを合わせまして１９

億３，１２１万３，０００円で、前年度と比較して３，５１３万４，０００円の

増額、率にして１．９％の増でございます。主な要因としては、景気回復による

町民税の増や設備投資の増による固定資産税の増額を見込んだことによるもので

ございます。

１２ページをお願いします。
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後段の款６地方消費税交付金３億７，５００万円は、県の推計値等により、前

年度と比較して３，５００万円の増額、率にして１０．３％の増と見込んでおり

ます。なお、平成２６年４月１日より消費税率が引き上げられた趣旨に鑑み、そ

の引き上げ分相当の１億５，５００万円は、社会保障財源交付金として社会保障

関連経費に充当することとしております。

次に、１３ページの款９地方交付税３６億６，０００万円は、普通交付税及び

特別交付税ともに、国の地方財政計画を考慮して前年度と同額を見込んでおりま

す。

次に、１５ページから１７ページに掲載しております款１３国庫支出金は合わ

せまして６億７，８２３万４，０００円で、前年度とほぼ同額を見込んでおりま

す。主な項目としては、介護給付費負担金、児童手当負担金、投資的経費に充当

する社会資本整備総合交付金等でございます。

次に、１７ページから２２ページに掲載しております款１４県支出金は７億１，

９４２万５，０００円で、前年度と比較して５，７６１万円の減額、率にして７．

４％の減となっております。主な要因としては、前年度の九頭竜川中部種苗育成

施設新設事業負担金に充当しました内水面環境活用総合対策事業補助金１億５，

２８８万７，０００円の皆減等でございます。

２３ページをお願いします。

後段の款１７繰入金１億６，３９５万円は、前年度と比較して１億３，６９７

万３，０００円の減額、率にして４５．５％の減となっております。

２７ページをお願いします。

款２０町債１０億７，９００万円は、前年度と比較して３億３，４８８万円の

減額、率にして２３．７％の減となっております。主な要因としては、前年度の

新消防庁舎建設工事など投資的経費に充当した合併特例債の減額等でございま

す。

続きまして、歳出について、歳入歳出予算事項別明細書にてご説明を申し上げ

ます。

戻りまして、９ページをお願いします。

款２総務費１７億５，４３１万７，０００円は、前年度と比較して５億２，９

７８万１，０００円の増額、率にして４３．２％の増でございます。

増額の要因となる主な事業としましては、３５ページをお願いします。

目４財産管理費の工事請負費において、旧消防庁舎を役場本庁舎として活用す
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るために改修する旧消防庁舎改修工事１億２，５００万円を計上しているほか、

３７ページの目５企画費の工事請負費において、ふるさと創造プロジェクト事業

の拠点施設建築工事等１億５，４９２万３，０００円、及び４２ページの目９防

災費の工事請負費において、永平寺、上志比地区の防災行政無線のデジタル化を

図る防災行政無線整備工事２億３，０１８万４，０００円等によるところでござ

います。

戻りまして、９ページをお願いします。

次に、款３民生費２５億３，８４０万７，０００円は、前年度と比較して２，

６９０万円の増額、率にして１．０％の増でございます。

増額の要因となる主な事業としましては、５２ページをお願いします。

目１社会福祉総務費の繰出金において、前年度より３，１０２万３，０００円

の増額となった国民健康保険特別会計繰出金９，８５２万１，０００円を計上し

たほか、目３心身障害者福祉費が５億３，４３９万１，０００円となり、前年度

より１，１７７万４，０００円の増額となったこと等によるところでございます。

戻りまして、９ページをお願いします。

次に、款４衛生費４億６，７５４万３，０００円は、前年度と比較して２，８

９０万４，０００円の減額、率にして５．８％の減でございます。

減額の要因としましては、６８ページをお願いします。

目２塵芥処理費において、福井坂井地区広域事務組合負担金が１億３，１５７

万６，０００円で１，８２７万１，０００円の減となったほか、前年度予算で計

上しておりました次世代自動車充電インフラ整備事業６８９万１，０００円の皆

減等によるところでございます。

戻りまして、９ページをお願いします。

次に、款５労働費４，１１２万８，０００円は、前年度と比較して１０３万円

の減額、率にして２．４％の減でございます。

次に、款６農林水産業費６億１，４６０万２，０００円は、前年度と比較して

１億１，８９９万５，０００円の減額、率にして１６．２％の減でございます。

減額の要因としましては、前年度当初予算で計上しておりました九頭竜川中部

種苗育成施設新設事業負担金１億７，４７２万９，０００円の皆減等によるもの

でございます。

７３ページをお願いします。

農林水産業費における主な事業としまして、目３農業振興費において、農業の
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多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動に対して支援する多面的機

能支払交付金７，１０３万５，０００円を継続して取り組むほか、収益性の高い

農業経営への転換を図るため園芸用農業機械等を整備する集落営農組織等に対す

る支援、及び経営農地の規模拡大に取り組み経営力を高めるために水田用農業機

械等を整備する認定農業者や農業法人、集落営農組織等に対する支援を行う水田

農業大規模化・園芸導入事業補助金、営農、水田合わせて４，１８２万６，００

０円を新たに計上したところでございます。

戻りまして、９ページをお願いします。

次に、款７商工費３億９，７５７万１，０００円は、前年度と比較して９，０

０１万３，０００円の増額、率にして２９．２％の増でございます。

増額の要因としましては、８０ページをお願いします。

目３観光費の工事請負費において、門前まちなみ整備工事２億１，７２０万円

を計上し、旧参道の整備や無電柱化工事等を予定するなど、観光まちなみ魅力ア

ップ事業８，４４２万１，０００円の増額となったこと等によるものでございま

す。

戻りまして、９ページをお願いします。

次に、款８土木費１１億７，２１９万１，０００円は、前年度と比較して９７

８万６，０００円の減額、率にして０．８％の減でございます。

８７ページをお願いします。

土木費における主な事業としまして、目３道路新設改良費において、委託料で、

国体会場となる松岡中学校までの交通アクセス向上と安全確保を目的に道路の新

設と駐車場整備を行うために必要な測量及び実施設計を行う道路改良実施設計業

務委託料８５０万円や、工事請負費で、中部縦貫自動車道関連公共工事や町内一

円の町道整備工事１億７９万４，０００円、町道大月藤巻線歩道整備工事３，９

００万円、劣化した舗装路面を補修し、国体会場となるふれあいセンター周辺道

路の整備を行う緑の村１号線、２号線の舗装・補修工事１，８２０万円等を計上

しております。

戻りまして、９ページをお願いします。

次に、款９消防費３億４，０４６万２，０００円は、前年度と比較して７億９，

９７３万２，０００円の減額、率にして７０．１％の減であります。

減額の要因としましては、新消防庁舎建設工事及び消防救急デジタル無線、高

機能消防指令センター整備工事、合わせまして７億８，０７２万９，０００円の



－25－

皆減等によるものでございます。

次に、款１０教育費１０億１，８０１万２，０００円は、前年度と比較して１

億３，９８３万６，０００円の減額、率にして１２．０％の減でございます。

減額の要因としましては、各小学校施設空調設置工事１億７，６６６万３，０

００円の皆減等でございます。

１００ページをお願いします。

教育費における主な事業としましては、小学校費の工事請負費で、吉野小学校、

御陵小学校等の校舎等改修工事３，８７２万円や。

１０４ページをお開きください。

中学校費の工事請負費で、上志比中学校校舎等改修工事２，３６５万９，００

０円等を計上しております。

戻りまして、９ページをお願いします。

次に、款１１公債費６億９，４８３万６，０００円は、前年度と比較して１億

５２９万４，０００円の減額、率にして１３．１％の減であります。

以上、議案第８号、平成２８年度永平寺町一般会計予算についての説明とさせ

ていただきます。

続きまして、特別会計に係る予算についてご説明いたします。

平成２８年度永平寺町特別会計予算書をご参照願います。

特別会計５つの事業会計の予算総額は４９億６，７３２万１，０００円、前年

度と比較して７５万９，０００円の減とほぼ同額となっております。

初めに、議案第９号、平成２８年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算に

ついてご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億４，１００

万８，０００円とお願いするもので、前年度と比較して４，１３２万４，０００

円の減、率にして２．０％の減となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

５ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は１億円と定めております。

それでは、６ページ、７ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申

し上げます。

初めに、６ページの歳入についてご説明申し上げます。
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款１国民健康保険税は３億５，５３５万円で、前年度と比較して１，６６７万

円の減、率にして４．４％の減となっております。減額の要因としては、被保険

者数の減によるものでございます。

次に、款３国庫支出金については３億１，９２０万８，０００円で、前年度と

比較して７７５万９，０００円の増、率にして２．４％の増となっております。

次に、款５共同事業交付金は４億４，６２１万９，０００円で、前年度と比較

して５，５８９万２，０００円の増、率にして１４．３％の増となっております。

増額の要因としては、保険財政共同安定化事業交付金の増によるものでございま

す。

次に、款７前期高齢者交付金は６億３，４０４万円で、前年度と比較して５，

３５８万８，０００円の減、率にして７．７％の減となっております。

次に、款９繰入金は９，８５２万１，０００円で、前年度と比較して２，４８

８万７，０００円の増、率にして３３．７％の増となっております。増額の要因

としては、保険基盤安定繰入金の増によるものでございます。

続きまして、７ページの歳出についてご説明申し上げます。

款２保険給付費は１２億４，６５９万３，０００円で、前年度と比較して８，

８２５万２，０００円の減、率にして６．６％の減となっております。

主なものとして、１４ページをお願いします。

下段のとおり、一般被保険者療養給付費９億９，８５８万円、退職被保険者等

療養給付費８，５３７万１，０００円、及び１５ページ下段のとおり、一般被保

険者高額療養費１億３，０６８万５，０００円をそれぞれ計上しております。

戻りまして、７ページをお願いします。

次に、款３後期高齢者支援金等は２億２，３４４万６，０００円で、前年度と

比較して２３２万４，０００円の増、率にして１．０％の増となっております。

次に、款６共同事業拠出金は４億４，６２２万２，０００円で、前年度と比較

して５，５８９万２，０００円の増、率にして１４．３％の増となっております。

主なものとして、保険財政共同安定化事業拠出金が５，５７０万円の増となって

おります。

次に、款７保健事業費については、特定健康診査事業費１，５３８万３，００

０円など２，５６０万８，０００円を計上しております。

次に、款１０介護納付金については８，３０５万５，０００円を計上しており

ます。
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以上、議案第９号、平成２８年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算につ

いての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１０号、平成２８年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予

算についてご説明申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１１５万２，

０００円とお願いするもので、前年度と比較して１２７万９，０００円の増、率

にして０．６％の増となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は３，０００万円と定めてお

ります。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款１後期高齢者医療保険料は１億４，８０３万７，０００円で、前年度と比較

して３０７万４，０００円の増、率にして２．１％の増となっております。

次に、款３繰入金は５，１０６万円で、主なものとして保険基盤安定繰入金４，

９４４万７，０００円を一般会計より繰り入れるものとするものです。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

款２後期高齢者医療広域連合納付金は１億９，７４８万５，０００円で、前年

度と比較して５２５万５，０００円の増、率にして２．７％の増となっておりま

す。

以上、議案第１０号、平成２８年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につ

いての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１１号、平成２８年度永平寺町介護保険特別会計予算につ

いてご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８億２２２万７，

０００円とお願いするもので、前年度と比較して１，８４０万円の増、率にして

１．０％の増となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。



－28－

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は１億円と定めております。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款１保険料は３億８，８６６万３，０００円で、前年度と比較して５５２万３，

０００円の増、率にして１．４％の増となっております。

次に、款３国庫支出金は４億１，３２３万９，０００円で、前年度と比較して

８２３万１，０００円の増、率にして２．０％の増となっております。増額の要

因としては、現年度分国庫負担金及び現年度分地域支援事業交付金の増によるも

のでございます。

次に、款４支払基金交付金は４億８，００２万４，０００円で、前年度と比較

して３５７万４，０００円の増とほぼ同額でございます。

次に、款５県支出金は２億６，１８４万７，０００円で、前年度と比較して６

１万１，０００円の増とほぼ同額でございます。

次に、款７繰入金は２億５，８４４万７，０００円で、前年度と比較して４６

万１，０００円の増とほぼ同額でございます。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

款２保険給付費は１６億９，４５１万円で、前年度と比較して１，２６７万円

の増、率にして０．７％の増となっております。内訳といたしましては、施設介

護サービス給付費が５，２００万円の減となったものの、居宅介護サービス給付

費が６，０５０万円の増となったこと等によるものでございます。

次に、款６地域支援事業費は５，３５０万３，０００円で、前年度と比較して

６５６万７，０００円の増、率にして１３．９％の増となっております。増額の

要因としては、地域包括支援センターへの委託料の増によるものでございます。

以上、議案第１１号、平成２８年度永平寺町介護保険特別会計予算についての

説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１２号、平成２８年度永平寺町下水道事業特別会計予算に

ついてご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億６０２万７，

０００円とお願いするもので、前年度と比較して１，８３０万円の増、率にして

２．７％の増となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから
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３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条、地方債については、４ページの第２表、地方債によるところでござい

ます。

第３条の一時借入金については、借入額の最高額は５，０００万円と定めてお

ります。

それでは、５ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款２使用料及び手数料は１億９，５６４万１，０００円で、前年度と比較して

１０２万４，０００円の増とほぼ同額でございます。

次に、款４国庫支出金は１，７００万円で、前年度と比較して７００万円の増

となっております。これは、効率的な事業実施のための調査検討業務に対する社

会資本整備総合交付金でございます。

次に、款５繰入金については４億７，４３３万６，０００円で、前年度と比較

して６０５万６，０００円の減で、率にして１．２％の減となっております。減

額の要因としては、償還金の減による一般会計からの繰入金の減によるものでご

ざいます。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

６ページをお願いします。

款２下水道事業費は２億６，２８３万円で、前年度と比較して２，６７６万９，

０００円の増、率にして１１．３％の増であります。主なものとして、下水道処

理委託料８，１２６万円、特定環境保全下水道運転管理業務委託料４，９８６万

９，０００円、志比処理区統合に伴う管路詳細設計業務委託料２，４６３万５，

０００円などを計上しております。

次に、款３公債費は４億１，４８８万９，０００円で、前年度と比較して１，

７８２万４，０００円の減、率にして４．１％の減となっております。

以上、議案第１２号、平成２８年度永平寺町下水道事業特別会計予算について

の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１３号、平成２８年度永平寺町農業集落排水事業特別会計

予算についてご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１，６９０万

７，０００円とお願いするもので、前年度と比較して２５８万６，０００円の増、
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率にして１．２％の増となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条、地方債については、４ページの第２表、地方債によるところでござい

ます。

第３条、一時借入金については、借入額の最高額は３，０００万円と定めてお

ります。

それでは、５ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款２使用料及び手数料については５，４０２万２，０００円で、前年度と比較

して７９万４，０００円の増とほぼ同額でございます。

次に、款３繰入金については１億４，６５１万８，０００円で、前年度と比較

して１，０１１万２，０００円の減、率にして６．４％の減となっております。

減額の要因としては、下水道資産管理台帳作成業務の終了に伴う一般管理費の減

により一般会計からの繰入金が減となったものでございます。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

６ページをお願いします。

款２農業集落排水事業費については７，７６４万７，０００円で、前年度と比

較して１，０７３万５，０００円の増、率にして１６．０％の増となっておりま

す。増額の要因としては、上志比地区農業集落排水建設費において下水道処理施

設監視システム導入委託料１，４６８万８，０００円を新たに計上したこと等に

よるものでございます。

次に、款３公債費については１億２，８０６万２，０００円でございます。

以上、議案第１３号、平成２８年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算に

ついての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１４号、平成２８年度永平寺町上水道事業会計予算につい

てご説明を申し上げます。

平成２８年度永平寺町上水道事業会計予算書の１ページをお願いします。

第３条のとおり、収益的収入は４億２，８４７万２，０００円に、収益的支出

は３億９，３７７万９，０００円にそれぞれお願いするものでございます。

２ページをお願いします。

第４条において、資本的収入は９，５９１万８，０００円に、資本的支出は２
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億３，４６２万９，０００円にそれぞれお願いするものでございます。

収益的支出と資本的支出を合わせました予算総額は６億２，８４０万８，００

０円となり、前年度と比較して２，３８０万７，０００円の増、率にして３．９％

の増となっております。

第５条、企業債については、２ページのとおりでございます。

第６条、一時借入金については、一時借入金の限度額は５，０００万円と定め

ております。

２０ページをお願いします。

収益的収入の主なものについてご説明申し上げます。

款１水道事業収益、項１営業収益、目１給水収益２億９，４８７万５，０００

円は、給水戸数７，２８９戸分の水道使用料で、前年度と比較して１７６万１，

０００円の増となっております。

次に、収益的支出の主なものについてご説明申し上げます。

款１水道事業費用、項１営業費用、目１原水及び浄水費に６，３６２万２，０

００円、目２配水及び給水費に３，５０６万円をそれぞれ計上しております。

２２ページをお願いします。

同じく項２営業外費用、目１支払利息に３，３３７万８，０００円の企業債利

子の償還金を計上しております。

２３ページをお願いします。

資本的収入の主なものについてご説明申し上げます。

款１資本的収入、項１他会計負担金４，４５７万４，０００円は、永平寺地区

と上志比地区の旧簡易水道事業債元金償還分の負担金を計上しております。

同じく項３企業債３，７００万円は、永平寺地区配水管布設工事の財源として

水道事業債を計上しております。

同じく項４補助金１，２５０万円は、今申し上げました配水管布設工事に対す

る国庫補助金を計上しております。

次に、資本的支出の主なものについてご説明申し上げます。

款１資本的支出、項１建設改良費、目１配水設備改良費７，７２５万７，００

０円は、志比南部配水区統合に伴う永平寺区配水管布設工事等を計上しておりま

す。

２４ページをお願いします。

同じく項２企業債償還金として１億４，６２８万円を計上しております。
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以上、議案第８号、平成２８年度永平寺町一般会計予算についてから議案第１

４号、平成２８年度永平寺町上水道事業会計予算についてまでの提案理由の説明

とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

１１番、齋藤君。

○１１番（齋藤則男君） 一般会計の１ページの第５条、それから上水道事業会計の

第１０条、金融機関が破綻した場合には、預金債権と町債が相殺できるというも

のですけど、これもう一度、一遍詳しく説明をお願いいたします。

○議長（川崎直文君） 財政課長。

○財政課長（山口 真君） 第５条の預金債権と地方債債務の相殺ということでござ

いますけれども、これ金融機関がもし破綻した場合に、町側が預けていた、預け

ているものと、それから町が借りていた起債、それを相殺できるというようなこ

とがうたってあるということでございます。

以上です。

○議長（川崎直文君） １１番、齋藤君。

○１１番（齋藤則男君） 永平寺町の場合は、この金融機関から起債をされておるん

ですか。

○議長（川崎直文君） 財政課長。

○財政課長（山口 真君） 金融機関から縁故債という形で、福井銀行でありますと

か、あるいはほかの銀行も含めて起債をしております。

○議長（川崎直文君） ほかにありませんか。

１３番、奥野君。

○１３番（奥野正司君） 借り入れについてですけれども、借り入れの利率、この見

直し方式というのは、借り入れを実行するときにその時点での条件ということで

すか。それとも、１０年とか５年ごととか定期的に見直しをするということです

か。

○議長（川崎直文君） 財政課長。

○財政課長（山口 真君） 今おっしゃいましたのは臨時財政対策債の起債ですかね。

○１３番（奥野正司君） ますけれども、

。
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○財政課長（山口 真君） 例えば一般会計予算では、合併特例債あるいは緊急防災・

減災については３％以内というふうに書かれていると思います。これについては

そういうことでございまして。ただ、臨時財政対策債につきましては政府資金を

借りるというようなことも考えておりますので、この政府資金を借りる場合にそ

の利率見直し方式で借りた場合もその３％以内の利率で借りますよということで

ございますので、これらについても、やはり利率についてはその３％以内の範囲

で借りますということでございます。

以上です。

○議長（川崎直文君） ほかにありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第８号から議案第１４号までの７件を、会議

規則第３９条第１項の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

暫時休憩いたします。１１時４０分より再開いたします。

（午前１１時２６分 休憩）

──────────────

（午前１１時４０分 再開）

○議長（川崎直文君） 休憩前に引き続き再開します。

～日程第１８ 議案第１５号 永平寺町行政不服審査会条例の制定について～

～日程第１９ 議案第１６号 行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第１８、議案第１５号、永平寺町行政不服審査会

条例の制定についてから日程第１９、議案第１６号、行政不服審査法等の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてまでの２件を一括議題としま

す。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第１８、議案第１５号から日程第１９、議案第１６号までの２件

を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま一括上程いただきました議案第１５号、永平寺町行

政不服審査会条例の制定について及び議案第１６号、行政不服審査法等の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして、提案理由のご説

明を申し上げます。

これら２件の条例につきましては、いずれも行政不服審査法の全部改正に伴う

ものであり、議案第１５号につきましては、法改正により新たに設置する永平寺

町行政不服審査会について規定するものであり、議案第１６号につきましては、

法改正により改正の必要が生じた３件の条例を改正するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） それでは、議案第１５号、永平寺町行政不服審査会条例

の制定について及び議案第１６号、行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について、一括してご説明申し上げます。

議案書の１１９ページをお願いいたします。

今回の条例制定の目的をご説明させていただきます。

行政処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度について、公正性の向上、

使いやすさの向上などの観点から、行政不服審査法が約５０年ぶりに抜本的に改

正され、条例に反映させ、住民の権利、利益の救済を図ることがまず目的でござ

います。

改正のポイントといたしましては、審査請求の一元化、審理員制度、第三者機

関への諮問制度が導入されたことにより新たに設置する永平寺町行政不服審査会

の設置について定めるものであります。

まず、第２条では機関の名称、第３条は審査会の所掌事務、第４条は審査会の

組織構成、第５条については委員の委嘱、任期、解任等、６条については委員の

守秘義務、７条は審査会会長、８条は審査会への委任について規定をしておりま



－35－

す。

次に、議案第１６号、行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定についてご説明を申し上げます。

議案書の１２１ページをお願いいたします。

議案第１５号でもご説明させていただきました永平寺町行政不服審査会を新た

に設置することにより影響を受けます関係条例、永平寺町情報公開条例、永平寺

町個人情報保護条例などの改正を行うものでございます。

今回、行政不服審査法において、審理員制度の導入や第三者機関が設置される

ことになり、情報公開などの案件につきましては、審理員による審理手続と情報

公開審査会の第三者機関による調査審議手続が併存することとなるため、国と同

様、情報公開、個人情報保護においては、審理員制度を適用除外として、既存の

今までの審査会を活用していくよう改正することとし、審査請求への一元化が図

られたため、「不服申立て」を「審査請求」、「決定」を「裁決」など文言を改

めたものでございます。

この条例につきましては、法の施行日、平成２８年４月１日から施行するもの

です。

以上、説明とさせていただきますので、よろしくご審議賜りますよう、お願い

申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

質疑なしと認めます。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第１５号から議案第１６号までの２件を、会

議規則第３９条第１項の規定により、総務常任委員会に付託することにしたいと

思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件は総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２０ 議案第１７号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について～
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○議長（川崎直文君） 次に、日程第２０、議案第１７号、地方公務員法の一部改正

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第１７号、地方公務員法の

一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由のご説明

を申し上げます。

本条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、改正の必要が生じた３件の条例を

改正するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） それでは、議案第１７号、地方公務員法の一部改正に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。

議案書の１２４ページをお開きください。

今回の条例改正の目的ですが、地方公務員法の第２４条の給与、勤務時間その

他の勤務条件の根本基準が第６項まであったものが、一部削除、改正により第５

項までとなり、第１条では永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第２

条につきましては永平寺町職員の特殊勤務手当に関する条例、また第３条につき

ましては永平寺町一般職の職員の旅費支給に関する条例について、それぞれ第６

項に基づきとなっていましたものを、第５項に基づきと改めるものでございます。

施行の期日につきましては、改正法の施行に合わせ平成２８年４月１日として

おります。

以上、ご説明とさせていただきますので、ご審議賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第１７号を、会議規則第３９条第１項の規定
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により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２１ 議案第１８号 永平寺町固定資産評価審査委員会条例の一部を改

正する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２１、議案第１８号、永平寺町固定資産評価審

査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第１８号、永平寺町固定資

産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明

を申し上げます。

本条例は、行政不服審査法及び同法施行令の一部改正に伴い、弁明書の提出や

決定書の記載事項に関する規定を追加するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 税務課長。

○税務課長（歸山英孝君） 議案第１８号、永平寺町固定資産評価審査委員会条例の

一部を改正する条例の制定について、補足説明申し上げます。

議案書１２５ページをお願いいたします。

行政不服審査法が平成２６年６月１３日に、同施行令が２７年１１月２６日に

公布され、平成２８年４月１日から施行されることに伴い、永平寺町固定資産評

価審査委員会条例の一部を改正する必要が生じたため、ご決議を賜るものでござ

います。

主な改正内容でございますが、条例第６条で、委員会は、書面審理を行う場合、

町長に対し弁明書の提出を求めておりますが、電子メールを使用して弁明された

場合、弁明書が提出されたものとみなす条項が第６条第２項として追加されまし
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た。第６条第２項を第３項へ、第３項を第４項へそれぞれ繰り下げ、第５項では、

審査申し出人から反論書の提出があったときは町長に送付する条項が追加されま

した。

条例第１１条でございますが、委員会が決定書を作成する際に、第１項、主文、

第２項、事案の概要、第３項、審査申出人及び町長の主張の趣旨、第４項、理由

の４項目を記載するよう規定されたものでございます。

施行期日につきましては、平成２８年４月１日からでございます。

以上、簡単ではございますが、永平寺町固定資産評価審査委員会条例の一部を

改正する条例の制定についてのご説明とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご決議賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第１８号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２２ 議案第１９号 永平寺町人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例の一部を改正する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２２、議案第１９号、永平寺町人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第１９号、永平寺町人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提
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案理由のご説明を申し上げます。

本条例は、地方公務員法等の一部改正に伴い、任命権者から報告事項に関する

規定等を改正するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） それでは、議案第１９号、永平寺町人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げ

ます。

今回の条例改正の目的をご説明させていただきます。

本条例は、地方公務員法の規定に基づき、臨時行政の運営等状況公表に関し必

要な事項を定めておりますが、地方公務員法及び行政不服審査法の一部改正によ

り影響を受ける事項について、追加、修正を行うものであります。

議案書の１２７ページをお開きください。

本条例の第３条では、任命権者が町長に対して報告すべき事項を定めており、

地方公務員法の改正を受け、新たに、第２号に職員の人事評価の状況、第５号に

職員の休業に関する状況、第８号に職員の退職管理の状況の３項目を追加し、こ

れにより影響を受ける号の繰り下げを行うものでございます。

次に、第４条につきましては、福井県人事委員会から報告を受ける義務の項目

を定めておりますが、行政不服審査法の改正で「不服申立て」が「審査請求」と

なることを受け、本条例も同様に改正するものでございます。

なお、施行期日につきましては、改正地方公務員法及び改正行政不服審査法の

施行日である平成２８年４月１日としております。

以上、ご説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第１９号を、会議規則第３９条第１項の規定
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により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２３ 議案第２０号 永平寺町職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２３、議案第２０号、永平寺町職員の分限に関

する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２０号、永平寺町職員の

分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

提案理由のご説明を申し上げます。

本条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、分限処分のうち、降給に関する規

定を追加するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） それでは、議案第２０号、永平寺町職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上

げます。

今回の条例改正の目的でございますが、地方公務員法の一部改正により、分限

処分の一つである降任が、現在任命されている職より下位の職に任命することと

定義されました。例えばこれは、４級の課長補佐が３級の課長補佐になることは

降任に該当すると解釈されてきましたが、法改正により、今後は降給に該当する

こととなりましたので、本条例を改正するものでございます。

議案書の１２８ページをお開きください。
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第１条では、分限の種類を追加するものでございます。

次に、第５条関係につきましては、昇給に関する規定を新たに追加するもので

ございます。

第１項では、降給の定義を規定しております。先ほど例を挙げました４級課長

補佐を３級課長補佐とする場合は降格、同じ級の中で号給を下げることを降号と

定義し、この２つを合わせて降給とするものとします。

第２項では、降格の事由を４つ規定しております。

第３項は、降号の事由について規定をするものでございます。該当する級の職

務遂行は可能と認められるが、勤務実績が不良、指導などを行ったにもかかわら

ず改善が見られないときを事由としております。

第４項では、第２条第２項で定めている処分を行う場合は書面を交付するとい

う規定を降給にも準用することを規定しております。

第５条を追加することにより、従来の第５条が第６条に繰り下げとなります。

施行期日につきましては、改正法の施行に合わせ平成２８年４月１日としてお

ります。

以上、説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２０号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２４ 議案第２１号 永平寺町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２４、議案第２１号、永平寺町税条例の一部を
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改正する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２１号、永平寺町税条例

の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

本条例は、地方税法の一部改正に伴い、徴収及び換価の猶予に関する規定を追

加するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 税務課長。

○税務課長（歸山英孝君） 議案第２１号、永平寺町税条例の一部を改正する条例の

制定について、補足説明申し上げます。

議案書１３０ページをお願いします。

目的でございますが、平成２７年度税制改正において、猶予制度につきまして

納税者の負担の軽減を図るとともに、早期、的確な納税の履行を確保する観点か

ら、新たに納税者の申請に基づく換価の猶予制度を設けるとともに、徴収の猶予

及び職権による換価の猶予について所要の見直しを行うこととなりました。

また、地方分権を推進する観点から、地域のさまざまな実情を踏まえ、換価の

猶予に係る申請期限など、一定の事項については地域の実情に応じて条例で定め

ることとされたことから、永平寺町税条例に猶予制度の追加を規定するものでご

ざいます。

主な改正内容でございますが、災害、盗難、疾病等の理由により町税の納付す

ることができないときは、１年以内に限り、徴収を猶予することができる徴収猶

予制度がございますが、条例第９条で申請に基づく徴収猶予に関する申請書記載

事項、添付書類等に規定したものでございます。

また、第１０条については、職権による徴収猶予に関する手続に関して規定し

たものでございます。

次に、納税について誠実な方が、差し押さえ財産の換価等により事業の継続や

生活の維持が困難になる場合は、１年以内に限り、差し押さえ財産の換価を猶予

することができる換価猶予についてでございますが、条例第１１条で申請による

換価猶予に関して、申請書記載事項、添付書類等について規定したものでござい
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ます。

また、条例第８条では、徴収金の分納納付の方法について規定しております。

徴収を猶予もしくは換価を猶予する場合は、猶予する金額に相当する担保を徴

することになっておりますが、条例第１２条で、猶予に係る金額が１００万以下

の場合もしくは猶予期間が３カ月以内である場合は、担保を徴する必要がない旨

を規定したものでございます。

以上、簡単ではございますが、永平寺町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてのご説明とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２１号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２５ 議案第２２号 永平寺町永平寺開発センター条例の一部を改正す

る条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２５、議案第２２号、永平寺町永平寺開発セン

ター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２２号、永平寺町永平寺

開発センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申

し上げます。

本条例は、当施設の改修によって室名を変更することに伴い、使用料に関する
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表を改正するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

ご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 永平寺支所長。

○永平寺支所長（山田幸稔君） 議案第２２号、永平寺町永平寺開発センター条例の

一部を改正する条例の制定について、詳細を説明させていただきます。

議案書の１３５ページをお願いいたします。

今回のこの条例の改正につきましては、永平寺開発センターの耐震工事と永平

寺町消防庁舎の建設に係る開発センター２階の形状と使用方法の変更によりまし

て、永平寺町開発センター条例の使用料の項目が現状と利用形態に合わなくなっ

たため、今回の議会において条例の改正をお願いするものでございます。

第６条の使用料の項目にある別表（第６条関係）について改正をお願いするも

のです。

利用者に貸し出しできる部屋といたしまして、消防ホール①、消防ホール②、

３階会議室、３階大会議室に変更するものです。

利用料金につきましては、消防ホール①、②を、午前中６００円と設定し、午

後を８００円、夜５時から１０時までを１，２００円、全日を１，５００円とい

たしました。３階会議室は、午前中５００円とし、午後を７００円、夜を１，０

００円、全日１，２００円と設定しました。３階大ホールは、料金そのままに据

え置いています。

以上が改正内容です。

よろしくご審議いただき、ご決議いただきますよう、お願いいたします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２２号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。
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よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２６ 議案第２３号 永平寺町消防本部及び消防署の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２６、議案第２３号、永平寺町消防本部及び消

防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２３号、永平寺町消防本

部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案

理由のご説明を申し上げます。

本条例は、新消防庁舎への統合、移動に伴い影響を受ける規定を改正するもの

です。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

ご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 消防長。

○消防長（竹内貞美君） それでは、議案第２３号、永平寺町消防本部及び消防署の

設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明をさせて

いただきます。

本件は、消防庁舎の移転に伴い、消防本部及び消防署の位置を「永平寺町松岡

春日１丁目４番地」から「福井県吉田郡永平寺町東古市１０字５番地」に改める

ものでございます。

以上、補足の説明とさせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２３号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご
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ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２７ 議案第２４号 永平寺町消防本部消防職員定数条例の一部を改正

する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２７、議案第２４号、永平寺町消防本部消防職

員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２４号、永平寺町消防本

部消防職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を

申し上げます。

本条例は、消防職員の定数の配分に関する規定を改正するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

ご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 消防長。

○消防長（竹内貞美君） それでは、議案第２４号、永平寺町消防本部消防職員定数

条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明をさせていただきます。

本件は、昨年に永平寺町職員の昇任候補者試験等に関する要綱と整合を図るた

めに新たに永平寺町消防本部消防職員の昇任候補者試験の要綱を制定し、階級試

験から役職試験に移行したため「階級別定数」を削除するものでございます。

以上、補足の説明とさせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２４号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご
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ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２８ 議案第２５号 永平寺町火災予防条例の一部を改正する条例の制

定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２８、議案第２５号、永平寺町火災予防条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２５号、永平寺町火災予

防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

本条例は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、関連する表

を改正するものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

よろしくご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 消防長。

○消防長（竹内貞美君） それでは、議案第２５号、永平寺町火災予防条例の一部を

改正する条例の制定について、補足の説明をさせていただきます。

本件は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い

に関する条例の制定に関する基準を定める省令の施行後１０年以上が経過し、当

初想定していなかった設備及び器具が流通してきたことから、それらへの対応を

図るため、当該設備及び器具に係る離隔距離に関する規定が整備されたことに伴

いまして、火災予防条例についても別表３に当該設備及び器具に係る離隔距離を

整備したものでございます。

以上、補足の説明とさせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２５号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２９ 議案第２６号 福井県市町総合事務組合規約の変更について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２９、議案第２６号、福井県市町総合事務組合

規約の変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２６号、福井県市町総合

事務組合規約の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。

当組合を組織する組合市町等の名称変更に伴う本規約の変更につきまして、地

方自治法第２９０条の規定により、本町議会の議決を求めるものです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

ご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） 議案第２６号、福井県市町総合事務組合規約の変更につ

いてご説明を申し上げます。

議案書の１４４ページをお開きください。

今回の規約変更は、福井県市町総合事務組合の構成団体である武生三国モータ

ーボート競走施行組合が、平成２８年４月１日付で地方公営企業法の適用を受け

た企業団に移行し、名称を「越前三国競艇企業団」に変更することになったため

の規約の変更を行うものでございます。

施行期日につきましては、平成２８年４月１日となります。

以上、簡単ではございますが、ご説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
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○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２６号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第３０ 議案第２７号 永平寺町林業振興集会センターの譲与について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第３０、議案第２７号、永平寺町林業振興集会セ

ンターの譲与についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程いただきました議案第２７号、永平寺町林業振

興集会センターの譲与について、提案理由のご説明を申し上げます。

当施設を吉田郡森林組合に譲与することにつきまして、議会の議決を求めるも

のです。

詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

ご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 農林課長。

○農林課長（小林良一君） それでは、議案第２７号、永平寺町林業振興集会センタ

ーの譲与についてご説明を申し上げます。

議案書の１４５ページをご参照願います。

永平寺町林業振興集会センターの譲与について。

現在、当施設は、昭和５９年の建築当初から、町の林業振興のため森林組合が

使用しております。また、福井市森林組合と吉田郡森林組合の合併に向けて、先

月の１月２９日、合併予備契約書の調印式が行われましたが、総代会でご承認を
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いただいた後、本年１０月１日に福井森林組合として発足の運びとなります。

合併後は、当施設を永平寺町の拠点施設として使用することになりますので、

永平寺町林業振興集会センターの譲与について、地方自治法第９６条第１条第６

号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

なお、名称につきましては、永平寺町林業振興集会センター。所在につきまし

ては、永平寺町諏訪間２の１番地。構造は、木造瓦ぶきで２０７．２１平方メー

トル。譲与先は、吉田郡森林組合でございます。

以上、議案第２７号、永平寺町林業振興集会センターの譲与についてのご説明

とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご決議賜りますよう、お願いを申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

９番、金元君。

○９番（金元直栄君） ちょっと疑問もあるので。

私、これ譲与って言ってるんですが、それを森林組合に譲渡することに異議は

ありません。ただ、手続として譲与でいいのか。無償譲渡ではないのか、譲与に

なるのかというのが一つと。

あと、できたら、無償譲渡という形になるんだと思うんですけれども、時価評

価なんかもそれなりにどう考えているのかあれば、今もし示されなければどこか

で示していただければいいと思うんですが。

○議長（川崎直文君） 農林課長。

○農林課長（小林良一君） ただいまのご質問でございますが、まず地方自治法の中

で、第９６条第１項第６号の中で適正な対価なくしてこれを譲渡する場合──「こ

れ」というのは財産ですね──これをする場合は議会の議決をしなければならな

いとしており、今回議決を求めるものでございますが、この中で「譲渡」となっ

ておりますけれども、永平寺町の条例の中で公有財産の交換、譲与、無償貸付等

に関する条例というのもございまして、その中で、第３条の中で普通財産の譲与

又は減額譲渡ということで、無償の場合は譲与とされておりますので、今回「譲

与」とさせていただきました。

それと、森林組合の対価でございますが、これはちょっと調べてないので後日

またご報告させていただきたいと思います。

以上です。
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○議長（川崎直文君） ９番、金元君。

○９番（金元直栄君） 私がこだわるのは、無償譲渡というのは、議会の議決さえあ

れば、どんなものでも無償したり交換したりすることも可能なんですね。本来は

法律ではできないことも議決があればできることになるので、そういう意味では

厳密にというんですかね、やっぱり見ていく必要があると。それは渡していって

そこで使ってもらう、町の公共施設のいろんな再考の中での課題でもありました

から、それはそれでこの部分に関しては全く異論はないんですが、結構厳密な、

やっぱりその適用を考えて示していただいたほうがより安全だということで、ち

ょっと指摘だけしておきたいと思います。

後で付託されてまた論議されると思いますので、その辺は議長によろしくお願

いしたいと思います。

○議長（川崎直文君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっています議案第２７号を、会議規則第３９条第１項の規定

により、産業建設常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を産業建設常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

暫時休憩します。

（午後 ０時２７分 休憩）

──────────────

（午後 ０時２７分 再開）

○議長（川崎直文君） 休憩前に引き続き再開します。

お諮りします。

これをもちまして本日の日程は全て議了しました。

本日はこれをもちまして散会したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。

本日は、これをもって散会します。

なお、明日２月２４日から２８日までを休会としたいと思います。ご異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、明日２月２４日から２８日までを休会とします。

２９日は定刻より本会議を開催いたしますので、ご参集のほどよろしくお願い

します。

本日はどうもご苦労さまでした。

（午後 ０時２８分 散会）


